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森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源
の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めて
いくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながっています。

このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏ま
え、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成
や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観
点から、森林環境税が創設され、森林所有者への意向調査やこれを踏まえた間
伐の実施等の森林整備、人材育成、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、
木材利用の促進などの森林整備を促進するための取り組みが進められています。

本事例集は、森林環境譲与税を活用した市町村の取り組みを紹介しています
ので、同様の課題を抱えている地域の参考としていただき、森林整備の推進が
より一層図られることを期待しています。

この制度は、森林所有者の情報を把握し指導・監督を担っている市町村が、
手入れの行き届かない森林の所有者に対して今後の森林の経営管理に関する意
向調査を行い、市町村に委託する希望が示された森林を引き受けてとりまとめ
た上で、経営の成り立つ見込みのある森林については、意欲と能力のある林業
経営者に経営を委託し、経営の成り立つ見込みのない森林については、市町村
自らが経営管理を行う仕組みとなっています。
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